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   午前１０時００分開議 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、村田市長より発言の申し出がありましたので発言を許可いたします。村

田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  議長のお許しをいただきましたので、ＪＲ美祢線に関する議

会初日の冒頭報告後のＪＲ美祢線復旧の取り組みについて御報告をさせていただき

ます。 

 ＪＲ美祢線の復旧につきましては、美祢、長門、山陽小野田の３市長と県の協議

によりまして、今後連携してＪＲ美祢線の早期復旧に取り組み、そのうち県が復旧

工事への協力などのハード面、地元が利用促進等のソフト面を担うことを確認をし

たということは既に御報告を申し上げてるところであります。 

 これを受けまして、県におかれては復旧工事に対する支援のため、総額で５億３，

０００万円のうち本年度２億８，０００万円の補正予算案を県議会に提案されたと

ころであります。 

 また、９月１４日には県とＪＲ西日本広島支社との間で、地元３市と調整を図り

ながら今後の復旧に向けて相互に協力をすることなどが確認をされたところであり

まして、これにより美祢線の復旧に向けての方向性が示されたところではあります

が、まだまだ余談を許さない状況であるというふうに考えております。 

 一方、ＪＲ美祢線沿線の関係３市が担います利用促進の取り組みといたしまして

は、私美祢市長、それから長門の南野市長、それから山陽小野田市の白井市長の

３人が発起人となりまして、美祢市民会館におきまして９月１７日に設立総会を開

催をいたしました。そして、ＪＲ美祢線利用促進協議会をその日に立ち上げたとこ

ろであります。 

 この協議会は、この三つの市の市長、それから副市長、市議会の議長、商工団体

の代表者、観光協会の代表者を委員といたしまして、これに山口県の地域振興部長、

さらには地元企業の代表者、旅行業団体の代表者を加えました関係者１９名で組織

をいたしております。 

 また、この設立総会におきまして、美祢市長の私が会長に選出をされまして、さ
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らに長門市長、それから山陽小野田の市長御両名が副会長に選出をされたとこでご

ざいます。 

 なお、山口県の地域振興部長に幹事になっていただくということも了承されたと

こでございます。 

 この設立総会では、ＪＲ美祢線を通学通勤等の生活路線、広域観光路線及び貨物

路線として利用促進を図ることといたしまして、本年度は運行再開に備え、効果的

な事業実施に向けた準備に取り組むことを活動方針とするということが確認をされ

たとこであります。 

 また、本年度の事業計画といたしまして、この総会の下に幹事会を設けました。

下部組織であります幹事会に会長市の副市長であります林副市長を幹事長といたし

まして、幹事会において利用促進策を調査研究すること、またＪＲ西日本と利用促

進について建設的な協議を行うこと、また利用促進の啓発活動に取り組むことが確

認をされたところであります。 

 なお、将来的には、ＪＲ西日本よりこの協議会のほうに御参加を願うということ

も私の今念頭には置いてるとこでございます。申すまでもなく、ＪＲ美祢線は石炭

石灰の貨物輸送を通じて本市の発展に大きく寄与いたしまして、通勤通学で市民の

皆様に広く利用されてきた本市にとってかけがえのない貴重な財産であるというふ

うに考えております。 

 しかしながら、今回の廃線の危機に直面をいたしました大きな要因は、ＪＲ美祢

線の近年の利用の減少でありまして、現状のままでは例え美祢線が今回の被災より

復旧されようとも、将来にわたって廃線の危機は逃れ得ないということも十分認識

する必要があるというふうに考えております。 

 交流拠点としを標榜いたします本市にとりまして、かけがえのない財産でありま

すＪＲ美祢線を子々孫々まで存続をさせる、このためにＪＲ美祢線利用促進協議会

を中心に関係者の御協力もいただきながら、危機感を持って、さらには今回の被災

によりまして非常に大きな注目を美祢線が浴びております。この美祢線を地域振興

に結びつけるべく、利用促進に取り組んでまいる所存であります。 

 市議会の皆様、市民の皆様の御理解・御協力をお願い申し上げまして、ＪＲ美祢

線復旧に向けての取り組みの御報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上

げます。 
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○議長（秋山哲朗君）  これより会議に入ります。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君）  御報告いたします。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表（第４号）、議員派遣一覧、

以上２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程はお手元に配付いたしております日程表のと

おりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、田邉諄祐議

員、山本昌二議員を指名いたします。 

 日程第２、議案第１号から、日程第１５、請願受理番号第１号までを会議規則第

３５条の規定により一括議題といたします。 

 本件に関し、常任委員長の報告を求めます。教育民生委員長。 

   〔教育民生委員長 山本昌二君 登壇〕 

○教育民生委員長（山本昌二君）  おはようございます。それでは教育民生委員会の

審査の結果の報告をいたします。 

 只今より、教育民生委員会の委員長報告を申し上げます。 

 さきの本会議におきまして、本委員会に付託されました議案４件につきまして、

去る９月６日委員全員出席のもと、委員会を開催いたしました。その審査の経過と

結果につきまして、審査の順に従い御報告を申し上げます。 

 まず、最初の議案第９号美祢市国民健康保険条例の一部改正について御報告を申

し上げます。 

 執行部より、児童福祉法の規定により、児童福祉施設に入所している児童または

小規模住宅型児童養育事業を行うもの、もしくは里親に委託されている児童であっ

て、民法の規定による扶養義務者のないものにつきまして、児童福祉法の規定によ

り医療費が公費負担されることから、国民健康保険の被保険者としないものとする

規定を設けるものですという説明が執行部からございました。 

 これに対し、委員からの質問といたしまして、これに該当する児童というのは現

在美祢市内には何人ぐらいおられるのか、これに対して執行部から、現在のところ
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国民健康保険の被保険者としないものに該当するものはおられませんという答弁が

ございました。 

 この議案につきましては、他に質疑・意見がなく、採決の結果、全員異議なく、

全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第５号）について御報

告いたします。 

 執行部より、歳出は民生費・児童福祉費・児童福祉総務費について説明があり、

児童福祉総務経費につきましては、子ども手当支給事務費として７０万８，

０００円を計上するものです。 

 さらに、母子福祉費でありますが、扶助費といたしまして児童扶養手当本体分、

扶助費を５８８万５，０００円を計上しております。法改正により、平成２２年

８月から父子家庭にも支給されることとなった３０世帯分と、母子家庭増加分

１０世帯分を計上させていただいたと説明がありました。 

 さらに、衛生関係では、衛生費・保健衛生費・環境衛生費で３万６，０００円を

計上。これは、エネルギーの使用の合理化に関する法律が改正されて、市役所にエ

ネルギー管理企画推進者を設置することになり、その担当職員の講座のための受講

料と説明が執行部からございました。 

 これに対し、委員から質問があり、このたびの法改正でことし８月から父子家庭

にも児童扶養手当が出ることで、非常によいことです。しかしながら、今年の

１１月３０日までに申請手続をしなければ８月から１１月までの４カ月分が受給で

きないとなっていますが、該当する父子家庭の皆さんへの通達はどうされるのかと

の質問に対しまして、執行部の説明では、１１月末までに申請すれば８月にさかの

ぼってということで対応できるので、市報または皆さんに紹介する資料等で精いっ

ぱい周知努力させていただきますとの回答がございました。 

 また、再質問で、現在の経済情勢が厳しい中、父子家庭の父親がリストラになっ

た場合、再就職できるような自立支援策を相談できる体制並びに現況届けについて

は母子家庭と同様な届けでよいのかの質問に対し、執行部から、現在地域福祉課内

ではワンステップサービスということで、社会福祉協議会なりまたハローワーク等

と連携いたしまして、父子家庭でリストラに遭われた父親の方と対応したいと考え

ております。また、父子家庭の皆さんからの現況届けについては、今日までの母子
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家庭の現況届けの手続事務と全く変わりはないとの返答がありました。 

 この議案につきまして、他に質疑・意見がなく、採決の結果、全員異議なく、全

会一致にて原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成２２年度美祢市老人保健医療事業特別会計補正予算（第

１号）について御報告申し上げます。 

 執行部より、このたびの補正は前年度事業の精算の結果行うもので、既定の歳入

歳出予算の総額にそれぞれ１５４万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ６６５万３，０００円とするものです。 

 歳出について、諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金利子及び割引料におい

て１５４万円の増額補正を行って、前年度事業の精算の結果、超過交付となった部

分を国などに返還するものですという説明がありました。 

 返還金１５４万円の内訳につきましては、国庫補助金５６万円、支払基金交付金

９８万円、一般会計繰出金を３，０００円計上しています。 

 歳入は、支払基金交付金・審査支払手数料交付金３，０００円、繰越金１５４万

円をそれぞれ増額補正したとの説明がありました。 

 これに対して、委員から質問として、美祢市老人保健医療事業制度は後期高齢者

医療制度が２００８年４月に移行されました。前制度は一応なくなるわけですが、

この老人保健医療事業特別会計はいつまで行われるのかとの質問に対して、執行部

から、平成２２年度で終了するものと認識しているとの答弁がありました。 

 その他、質疑・意見なく、採決の結果、全員異議なく、全会一致にて原案どおり

可決されました。 

 次に、議案第７号平成２２年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について御報告いたします。 

 執行部より、前年度事業の精算の結果補正を行うもので、２，８１２万８，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億４，４２５万３，

０００円とするものであります。 

 歳出では、諸支出金の償還金利子及び割引料において２，８１２万８，０００円

を計上し、前年度事業の精算の結果、保険給付及び地域支援事業費の実績に対し、

超過交付となった部分を返還するもので、歳入については繰越金で前年度の歳入超

過分２，８１２万８，０００円を同会計に繰り越すものと説明がありました。 
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 この議案につきましては、二、三事務的な質問がありましたが、採決の結果、全

員異議なく、全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 最後に、その他について委員の方からの発言がありました。申し上げます。 

 委員からの質問として、高齢者の不在不明の一件で一般質問が行われましたが、

美祢市には該当者はいなかったと伺っております。そこで、家族の方が市役所の窓

口に行かれて死亡届等を出して手続をいたします。しかし、亡くなられて１３、あ

るいは１４年程度たっても水道料金の請求書が届いています。 

 だから、窓口で一括して必要な書類をどのように渡されているのかとの問い合わ

せに対して、執行部からは、現在窓口のほうで死亡届が出ましたときに、簡単なパ

ンフレットをつくりまして、そしてどういう手続をしていただくかを説明していま

すという執行部の説明がありました。委員が話された水道課などへの対応がすべて

網羅されているわけではありません。今後は、いろいろと情報を集めまして詳しい

資料をつくって説明できるようにしていきたいとの返答がありました。 

 次に、委員からの質問として、美祢市民会館で近々工事が始まる件について、そ

の内容についてお聞かせいただきたいとの問い合わせについて、執行部からは、市

民会館の工事について、現在市民会館の大ホールの懸垂幕、緞帳の幕の機械の不良

にて、これらの改修をすることです。既に業者は決まっており、１，３００万円く

らいの工事費と記憶しております。ステージの工事は１２月に入って行い、来年の

１月中旬までに工事が終了する予定ですとの説明に対して、委員から、市民会館は

建設後かなりたっております。ある程度大規模な改修も行われたと思っています。 

 そこで、大ホールの椅子ですが、昔のままで非常に狭いと言われています。お客

さんに長い時間座っていただくと非常に苦痛があり、ゆったりとした椅子の設置に

ついて、椅子の改修についての予定のお考えはあるのかとの質問に対し、執行部か

ら、市民会館は昭和４５年に建築され、市制執行１５周年記念事業ということで建

てられ、今年で４０年経過いたしました。 

 御指摘のとおり、椅子は当時ではよい椅子でしたが、現在においては少し座り心

地の悪い椅子であろかと思います。財政状況等を踏まえながら、検討していく必要

があるのではないかとの説明がございました。 

 以上、委員からの質疑・意見はなく、本委員会に付託されました議案４件並びに

その他の件につきまして審査を終了いたしました。 
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 議長さんにお願いでございます。所管事項審査といたしまして、引き続いて閉会

中の継続調査審査したいと思いますので、よろしくお願いします。（発言する者あ

り）大変申しわけございません。ちょっと、私ミス発言いたしましたのでちょっと

訂正させていただきます。 

 先ほど、地域福祉課内ではワンステップサービスというふうに申し上げましたが、

正式なサービスの内容はワンストップサービスでございます。大変失礼いたしまし

た。お断り申し上げます。 

   〔教育民生委員長 山本昌二君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  教育民生委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、教育民生委員長の報告を終わります。 

 続いて、総務企業委員長の報告を求めます。総務企業委員長。 

   〔総務企業委員長 安冨法明君 登壇〕 

○総務企業委員長（安冨法明君）  それでは、只今より総務企業委員会の委員長報告

を申し上げますが、審査に当たりまして、約８件１日を要しております。従いまし

て、委員から出ました質疑・意見等につきましてはかなりの部分を省略をしており

ます。しかしながら、かなりのものが意見として重要と思いまして取り上げており

ますので、御報告を申し上げます。 

 ９月１日の本会議において、本委員会に審査の付託を受けました議案８件につき

まして、去る９月７日に委員会を開催し、委員全員出席のもとで審査をいたしまし

たので、その経過と結果につきまして御報告を申し上げます。 

 まず、冒頭市長の報告事項として、さきの一般質問の中でＪＲ美祢線の復旧にか

かわる美祢市、山陽小野田市、長門市に県を加えた利用促進についての協議会を、

９月１７日金曜日の午後６時より美祢市民会館で開催することになった旨の報告が

ございました。 

 議案第１号平成２１年度美祢市水道事業会計決算の認定について、執行部より上

水道、簡易水道を合わせた収益的収支、これは消費税込みでございますが３億５，

１４５万９，７４８円、支出は３億４，７７７万４，２５８円、収支は３７５万５，

４９０円の利益となり、税抜き後の損益計算書で当年度純利益は２０５万２，

７４３円となりました。 
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 この額に、前年度繰越利益譲与金３，２０８万２，１１５円を加えると、当年度

未処分利益譲与金は３，４１３万４，７５４円となり、この処分は法定積立金であ

る減債積立金に１０３万円、残り３，３１０万４，７５４円は翌年度繰越剰余金と

なります。 

 次に、資本的収支は収入決算額２，３６１万円、支出決算額は２億６５１万５，

４９４円となり、収支の差額は１億８，２９０万５，４９４円の収入不足となります。不

足分については、過年度分損益勘定留保資金及び当年度消費税及び地方消費税資本

的収支調整額で補てんをしました。 

 また、貸借対照表で固定資産の総額が３３億８，２３１万７，７３２円、資産の合計が

３９億２，５８６万９，４３７円、一方、資本の部は自己資本及び借入資本合わせ

て１９億４，７９１万１，４６３円となり、負債資本合計は３９億２，５８６万９，

４３７円となります。 

 その他、企業債の期末残高は１８億８，３５７万８，９４５円、一時借り入れは

行わなかったこと、主な改良工事等の説明を受けました。 

 本議案に対する質疑・意見等はなく、本議案は採決の結果、全員異議なく、全会

一致で可決認定をされました。 

 議案第２号平成２１年度美祢市病院事業会計決算の認定について、執行部より、

収益的収支について、収益的収入、決算額ですが、合計で４１億７，０１９万１，

２８０円、収益的支出が合計で４１億９，１２９万９，３４０円、この結果、差引２，

１１０万８，０６０円の赤字となりました。 

 資本的収支につきましては、病院事業資本的収入、介護老人保健施設資本的収入合

わせて１１億４，３０４万８，６８７円、資本的支出でございますが、両方合わせて

１１億８，５４０万１３８円、この結果、差引不足額８，０６７万６，４５１円は過

年度分損益勘定留保資金で補てんをしました。 

 経営の状況について説明がございました。病院事業収益は、対前年度比で１億７，

３８７万６，８４４円、率にして８％の増、このうち医業収益は対前年度比で２億５，

０２３万１０円ですか、率で１３．６％の増となっています。 

 さらに、この増収原因について、入院、外来患者数等々についての説明がありま

したが、決算概要説明書によるところでありますので省略をいたします。 

 本説明についての質疑でございますが、委員より、訪問看護事業がなぜ減るのか、
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一つに統合して秋芳町に持っていったねらいは何かとの問いに、執行部より、提供

できる体制、スタッフ等の数が限られているため業務量が限られます。美祢地域は、

高齢者の多い地域であり、在宅医療、在宅看護等も重要と思っておりますが、直接

病院事業とするのか、厚生労働省も言っております診療所等の機能を在宅に向ける

のか、政策的なこともありますので、その辺を見据えて役割分担をしていかなけれ

ばならないと考えています。その中で、美祢市の訪問看護ステーションを市全体を

コントロールできる１カ所に集約して、全市的なサービスを提供しようとしていま

すとの答弁がございました。 

 また、委員より、合併して２年が経過するが、実績としてその中にあった問題点

と今後の課題についてどう考えているかとの問いに、執行部より、議会の特別委員

会も設置され、平成２０年度に市の繰出基準について適正化を図っていただきまし

た。２１年度は、病院事業の効率化、質の高い医療に向けて小児外来の統合、内部

では受託業務の包括化、二つの病院が別々にしていた契約を合わせてする等の見直

しを行っており、経営の一体化効率化を進めています。 

 さらに、本年４月より地方公営企業法の全部適用し、病院管理者を置き、病院事

業の合理化や効率化、医療者の視点、患者さんの視点、両方に立った病院経営とい

うものを意識し、全員の意識改革も含めて取り組んでおります。現下の一番の課題

は、医療スタッフの不足であり、全国的な課題ではありますが、医師や看護師の働

きがいのある職場づくりをいま一度勧めてまいります。その上で、持続的、安定的

に二つの病院が運営できるように取り組んでいければと考えておりますとの答弁が

ありました。 

 また、委員より、産婦人科等診療科目の増設について市民の要望があるが、開業

医の先生も含めて今後の取り組みについてどう考えているかとの問いに、執行部よ

り、美祢市で年間どの程度のお産を持てるか、年間１０例程度のお産を経験しても

専門医の資格は維持できません。高いレベルの医療を継続するためには、集約化も

必要です。医師全体、医療界全体のレベルを保つためにいろいろなシステムがあり、

それらは守らなければなりません。婦人科だけでなく、どの科も厳しいものがあり

ます。研修医制度が始まって、毎年山口大学で１００人程度の卒業生がありますが、

どこへ行ってるのかは実態はつかめていません。一たん崩れたシステムを簡単には

取り戻せません。現在、８人の常勤とパートの方に助けていただいて今のところ精
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いっぱいで、これ以上減らしたくありません。ぜひ医療者をちやほやしろというの

ではなくて、大事に大切に扱っていただきたい。このことを踏まえて病院経営に全

力を尽くしますとの答弁がございました。 

 また、委員より、先生方をサポートしてほしいということかとの問いに、執行部

より、それもそうですが医師は経験を積まないと専門試験とかいろいろなものがと

れないので、多くの患者さんをみたい、外国へ行っても仕事がしたい等の上昇志向

があります。年間１００例の経験ができる場合と、５例しか経験ができない場合と

はおのずと差がつきます。患者さんが少ないから、行っても私の将来はないと思わ

れる可能性はあります。実際には、すべての医師がそういうことではなくて、住民

の中に入っていろいろな話を聞きながら医療をしたいという人たちもいます。その

人たちを探すのがかなり難しいのですが、僕らのところは定期的に回してもらって

指導はしています。 

 委員より、最近病院に対する不安とか不評を数多く聞きますが、耳に入っている

のかとの問いに、執行部より、よく存じています。一生懸命やっていてなぜこんな

に言われるのかとの思いもあります。現場の人たちはすごく頑張っていると思いま

す。スタッフを怒ったことは一度もありません。クレームがついた場合、どんなふ

うだったのか、もう一度話しに行こうというぐらいに考えています。時々不満の声

とか投書を見ますが、かなり理解されずに自分勝手に書いてくださってるなあとい

う思いもあります。こちらが失礼なことをしたということはゼロとは言いませんが、

少ないと思っておりますとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、病院間のシャトルバスの利用状況と運行時間、途中での乗り

降りについて改善できないかとの問いに、執行部より、火・水・木の週３回運行し、

４往復、１日ですがしています。８月１７日から３１日までの実績で、１２名の方

が利用されております。二つの病院を１階と２階と考え、エレベーターがシャトル

バスという感覚で結んでいます。途中での乗り降りについては、路線バスとの競合

し、シャトルバスは無料であることからも難しいと感じています。時間帯とかはア

ンケート等をとり実施しておりますが、現在が社会実験として位置づけていますの

で、今後よりベターな形を目指していきますとの答弁がございました。 

 さらに委員より、経営的には非常に努力されているのがよくわかるが、笑顔が足

りないとの市民の声が多い。笑顔も難しいほど切り詰められているのではないか。
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もう少し財政的な支援を行えないのかとの問いに、執行部より、法定基準を超えて

湯水のごとくお金を出せば笑顔で仕事ができるかもしれませんが、医療行為は命に

かかわる問題であります。病院の緊張感も失ってはなりません。内藤先生に、病院

管理者に就任していただき、２１年度の決算は単年度収支でペイラインです。人口

３万人を切る市が、二つの病院を抱えてペイラインで経営できることは奇跡に近く、

それほど努力を重ねております。高齢化の進む過疎地で、公立の病院が保てないと

私立、「わたくしりつ」のことでございますが、私立の病院は入ってくれません。

そのためには、経営基盤を磐石なものにしていかないと崩壊をしてしまいますとの

答弁がございました。 

 さらに委員より、医業収支比率が９４．５と改善してきているが、これ以上累積

赤字をふやさないためにも１００になる努力をしていただきたい。人件費比率が市

立病院で４８．７、美東病院では７４．８と大きな差が出ているが改善策はどうか、

また美東病院の棚卸差損が１，４５０万あるが、再発防止策についてどう考えてい

るかとの問いに、執行部より、医業収支比率については、総務省のガイドラインが

８７％以下なので目標に置いています。医業本業の収支がどのようになっているか、

全職員が意識改革を行い、そういうものも自覚しながら業務に当たることが徐々に

ですができつつあると思っています。人件費比率につきましては、院外処方につい

ての差異がありますので、この院外処方は今美東病院が行っておりますし、美祢市

立病院は今検討中と言いますか準備の段階のようでございます。院外処方について

の差異がありますので単純な比較はできません。院外処方を実施すると、１０％程

度悪化すると言われております。また、美東病院のほうが患者さんの年齢が比較的

高く療養型に近い需用があり、診療単価等にも関係してきます。今後、それぞれの

特性がありますので必ずしも削減するというのではなく、適正化を図ってまいりま

す。美東病院の棚卸資産については、帳簿上の額と実値棚卸額に差異が生じたため、

その不足額を資産減耗額として約１，４００万円医療費用に計上しています。理由

ですが、合併前の両病院の経理手法の違い、適正な事務処理ができてたかどうかと

いうことがあろうかと考えています。今後は適正に執り行うこととし、改善するも

のでありますとの答弁がありました。 

 さらに意見がございまして、委員より、二つの病院の経営を安定させ、将来大き

な市民負担を残さないためには、市民の皆さんにも現状をよく理解していただき、
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病院を盛り立てていけるようあらゆる機会や手法を使って周知させていただきたい

との意見がございました。 

 審査の結果でございますが、本議案は採決の結果、全員異議なく、全会一致で可

決認定をされました。 

 議案第３号平成２１年度美祢市公共下水道事業会計の認定について、執行部の説

明が、収益的収支、これ税込みなんですが、収益的収入が４億８，２５８万

８６５円、同じく支出が４億４，８９３万４，９９４円、この結果、収益的収支は

３，３６４万５，８７１円の利益となります。 

 税抜きの損益計算書で、当年度純利益が３，５５６万６，８９０円となり、前年

度繰越剰余金５２５万６，０４５円を加えた当年度未処分利益譲与金は４，０８２万２，

９３５円となり、剰余金の処分について、法定積立金であります減債積立金を１，

７７９万円、積み立て残り２，３０３万２，９３５円を翌年度繰越利益譲与金とするもの

です。 

 さらに、資本的収支について、資本的収入が５億１，１６６万５，４００円、同じく支

出が６億９，０１９万１，４２１円。この結果、収支は１億７，８５８万６，０２１円の

収入不足となり、損益勘定留保資金で補てんをいたしました。 

 その他、貸借対照表で資本総額は１４５億８，７８０万７，４５５円、主な工事

の概要、企業債の繰上償還のために１億９，７３０万円を発行し、期末残高は

５１億６，７００万４，５６５円となりますとの説明がございました。 

 本案に対する質疑・意見等はなく、本議案は採決の結果、委員全員異議なく、全

会一致で可決認定をされました。 

 次に、議案第１０号美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例の一部改正

についてと、議案第１１号美祢市美東都市と農村交流の館設置及び管理に関する条

例の一部改正についての２件を一括して説明を求めました。 

 執行部の説明ですが、議案第１０号は平成１０年４月に山村振興等農林業特別対

策事業により設置された美東町大田にあります道の駅みとう、木造平屋建て

２８６平米の建物でレストランと加工施設を中心に、県が整備をいたしましたトイ

レ、親水広場と一体となって道の駅の機能を担っております。現在、テナント方式

で運営しているものを、美祢市公の施設の指定管理者制度を導入して管理運営を行

うことを目的に条例の一部を改正するものです。 
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 議案第１１号は、道の駅みとうに隣接し、平成１３年４月に中山間地域総合整備

事業により建設された木造平屋建て２１０平米の施設で、道の駅と併せて指定管理

者制度を導入し管理運営を行うことを目的に本条例の一部を改正するものですとの

説明がございました。 

 質疑・答弁ですが、委員より、さらなる道の駅の機能充実、情報の発信と提案理

由にあるが、指定管理でないと機能の充実はできないのか、全国的な運営形態はど

うなのかとの問いに、執行部より、現在は半分が行政の管理、半分がテナントの管

理で、責任の所在があいまいと言えます。一元管理し情報等の発信を考えています。 

 道の駅の管理についてですが、全国的な管理状況は把握しておりませんが、県内

には１９の道の駅があり、そのうち１４カ所が指定管理者制度で運営されています。

その他は行政の直営とか企業に委託しているようですとの答弁がございました。 

 さらに委員より、指定管理になって行政にどのようなメリットがあるのか、いつ

も行政経費の削減が言われるが、今３２のくらいの施設が指定管理で出ているが、

具体的にどの施設でどの程度削減できたのか一度も報告がない。行政側のきちんと

した数字が出れば民間側が受ける場合の目安になり、民間の活力や雇用につながる

議論ができる。検討していただきたいとの問いに、執行部より、交流拠点都市にふ

さわしい施設として、また今後も存在し続けるためにはどういうふうな形で運営す

るのが適当なのか、本来的な制度導入をした意義、意味を原点に返って考えてみた

い。個別外部監査や美祢市の監査委員からも意見をいただいておりますので、一度

全体を整理してから報告をさせていただきたいとの答弁がございました。 

 さらに委員より、美祢市における東の玄関口と位置づけるのであれば、配られた

図面で見る限り旧パチンコ店跡地を借地でも購入してでもいいですが、利用できれ

ば道の駅の果たす役割、効果は大きく変わってくるのではないかとの問いに、執行

部より、資料を見て、大きな部分を占めているのはよくわかります。民有地なので

有効に使えるかどうか即断できませんが、直感的には有効活用ができればと思いま

したとの答弁がございました。 

 さらに委員より、管理者の募集は美東町のものに限るのか、非公募によるのか、

美祢市全域を対称にするのかとの問いに、執行部より、条例が可決されましたらそ

の後検討いたしますが、今営業されている２社を含めて美祢市内で公募したらと考

えていますが、基本的には検討中ですとの答弁がございました。 
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 審査の結果でございますが、議案第１０号は継続審査の意見が出ましたが、他に

賛成の意見がなく、挙手により採決をいたしました。その結果、賛成多数で原案の

とおり可決されました。 

 議案第１１号は、同じく継続審査の意見が出ましたが、同じく他に賛成者がなく、

挙手による採決をした結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして、議案第５号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第５号）で

ございます。 

 執行部より、歳出から説明がございました。総務管理費に一般管理費９８８万７，

０００円、これは一般職員時間外手当、臨時職員の賃金、これは病欠とか自己都合、

退職者、災害等の代休等にかかわるもの、さらには電算システム改良委託料等であ

る旨の説明がございました。さらに、国民体育大会費において補正額はゼロですが、

一般財源を県支出金に財源更正をしていますとの説明がございました。 

 それから、歳入に入りまして、地方交付税が普通地方交付税を１，３３０万１，

０００円、県支出金を県補助金、緊急雇用対策創出事業補助金として４９９万３，

０００円であるとの説明を受けております。 

 本案に対する質疑・意見等はなく、採決の結果、全員異議なく、全会一致で可決

をされました。 

 次に、議案第１２号でありますが、山口県市町総合事務組合の共同処理する事務

及び規約の変更について、執行部より、平成２１年４月１日より山口県市町総合事

務組合で共同処理しております交通災害共済事務について、光市を加えるため議会

の議決を求めるものですとの説明がございまして、質疑・意見等はなく、本案は採

決の結果、全員異議なく、全会一致で可決をいたしております。 

 ようやく最後でございますが、議案第１３号美祢市過疎地域自立促進計画の策定

についてでございます、執行部より、平成１２年４月に施行されました過疎地域自

立促進特別措置法が６年間延長されたことに伴い、過疎債を活用するためには引き

続き計画を策定する必要があるため、今年度から平成２７年度までの計画を策定し

ようとするものです。 

 基本的な考え方は、第１次美祢市総合計画を基本とし、交流拠点都市美祢市の創

造を目的とすることとし、可能な限り総合計画から文言を引用しています。期間は

平成２２年４月１日より平成２８年３月３１日までとしております。 
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 この計画期間内に、新たな事業の取り組みが必要となった場合は、本計画の変更

をすることで対応することを考えております。この計画書の中の一覧表にあります

事業については、総合計画に附随する実施計画から過疎地域自立促進計画として取

り組む必要があるもの、財政的支援を受ける必要があるものを記載しております。 

 なお、パブリックコメントは終了していますが、市民からの意見等はございませ

んでしたとの説明がございました。 

 本案に対する質疑・答弁でございますが、委員より、意見を言えば修正が可能な

のかとの問いに、執行部より、この計画は総合計画並びに実施計画から策定してお

ります。県とも事務レベルで協議を終了していますので、必要が生じた場合は変更

することで対応を考えていますとの答弁がございました。 

 結果でございますが、本案は採決の結果、全員異議なく、全会一致で可決をされ

ました。 

 議案に対する報告は以上でございますが、本委員会は閉会中といえども所管事項

について引き続き調査を行うことを議長に申し出ておりますので、併せて御報告を

申し上げます。 

 以上で、大変長くなりましたが、総務企業委員会に付託されました議案８件につ

いての審査の結果報告を終わります。 

   〔総務企業委員長 安冨法明君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  総務企業委員長報告に対する質疑はありませんか。竹岡議員。 

○２４番（竹岡昌治君）  本来なら、所管の委員会ですので発言は控えさせていただ

きたいと思うんですが、只今の総務企業委員長の報告の中で、最後でございますが、

美祢市の過疎地域自立促進計画の策定についてというところで、かなり意見を、質

疑等割愛をされました。 

 おかげで冷や汗をかかんで済んだわけでありますが、実はこの自立計画は、御承

知のように本年の３月にいわゆる有効期限が延長されたということで、本市にとり

ましては財政的には喜ばしい、過疎指定ていうのは余りうれしくありませんが、財

政的には非常に喜ばしいことだというふうに私も思っております。 

 今回の自立計画の審査の中で、１８ページで、特に私が申し上げましたことにつ

いてちょっと申し上げたいと思うんですが、就労機会の場所の確保の中で、シル

バー人材センターの活用を高齢者の就業機会の確保、それから就業紹介、職業訓練
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云々とこういうふうに記述がされておりました。 

 それに対しまして、本来シルバー人材センターは生きがい対策ではないかという

ことを申し上げまして、大変時間をとりまして申しわけなかったなあというふうに

思っております。 

 今、委員長の報告にもありましたように、提案理由のところで、可能な限り第

１次美祢市総合計画の文言を引用したとこういうふうに今説明をされたと思います。

私自身の持論は変える気はございませんが、私はこのときにも申し上げましたが、

若年者の就業機会の確保、このほうがむしろ大事じゃないんですかというような私

申し上げました。 

 ところが、後日上位計画であります第１次美祢市総合計画の１０９ページに全く

同じことを書いております。従いまして、このことにつきましては当時の私の認識

不足ということで、大変総合政策部の皆さんや企画政策課の皆さん、あるいはひい

ては委員会の皆さん方に大変時間をとって、申し上げたことを訂正するわけではご

ざいませんが慎んでおわびを申し上げたい、このように思っています。以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  今委員長報告がありましたけれども、今回の過疎地域自立支

援計画に当たって、こういった中でかなり内容的に一部、何と言いますか削除され

る、そういった部分もあったということなんですけれども、本計画を策定に基づい

て行われるこういった事業の実施については、国庫補助率のかさ上げとか、そして

過疎対策事業債のこの発行の優遇措置があるからということで、こういった過疎地

域自立支援計画を策定していくわけでありますけれども、特にこの中で企業誘致の

推進と、そして今来福台等のこういった販売促進、こういったところが長年実施し

てきて、今実際企業誘致にしても５３区画ある中で１８区画がまだ残ってる。

３４％ですね。それと、来福台についても同様な数字で３４％まだ残っているとい

うことで、非常にこれは大きな課題ではないかと思っております。 

 それで、そういったことに関しまして、文字では積極的な誘致活動、販売促進て

なってますけれども、その辺についてより具体的な執行部からの、より戦略的な計

画というのは何かあったのでしょうか。その点について１点お伺いします。 

○議長（秋山哲朗君）  安冨委員長。 

○総務企業委員長（安冨法明君）  岡山議員の質問にお答えをいたしますが、基本的
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な考え方が少し違うんだろうと思うんです。で、議論をしておりまして、私委員長

ですから直接は申し上げませんが、執行部のほうがこの過疎地域自立促進計画をど

うとらえておるかちゅうことなんですが、市のその他のいろいろ総合計画から含め

ていろいろな計画がありそれが実行される。 

 その中で、国のほうの過疎地域自立促進特別措置法ですか、そういうふうなあれ

に基づいてそのハード事業における、今度はソフトが含まれるということなんです

が、それに対するその財政的な支援、要するに過疎債がもし仮に適用できれば、認

めてもらえれば、元利償還の今年度負担の７０％が交付税で見てもらえるとこうい

うふうな話なんです。 

 ですから、基本的にその上位計画に基づいて可能な限り、何ていうんですかこの

中に一応書いておれば、書き込んであれば、県がおりますから県の中での枠の中で

さらに市町の、またはそれぞれの枠が決まってくると思うんですが、ですからそれ

が対象に一応なるということで、これそのもので何ていうんですか地域の自立、こ

の表題のとおりの計画づくりをしてるていう認識は今のところ私は執行部にはない。 

 それが、今竹岡議員が言われましたように、竹岡議員の質問ていうのは大きなそ

の上位計画が美祢市の総合計画なるものがあって、それは大まかなものですからそ

の下にやはりいろいろなまだ小さい計画が、観光もそうですけども出てきます。 

 ですから、この過疎地域自立促進計画も今岡山議員が言われるよりもう少しそう

いう目で、本来の美祢市の計画書として、何ていうんですかね議員も意見を言って、

これを書きかえてでも対応するような位置づけであるべきじゃないかていうことを

恐らく竹岡議員も言われてる、同じことのように思うんですが、今のところ私の受

けてる感じではそういうところまで執行部は考えておらん。 

 ですから、対象が変わってきたらまた計画書の変更をすればいい、先ほど言いま

したようにですね、報告書の中で言いましたように、変更すりゃいいじゃないかて

いうふうな今のところの考え方。 

 そこ少し違うんじゃないかていうことで、先ほど委員長報告で言いましたように、

今後については執行部も県との打ち合わせをする前に議会との調整の場を設けまし

ょう、これは議長にもお願いしてありますから、そういうことになろうかていうふ

うに思いますので、今後についてはぜひ言われたようなこと等も含めて議論される

機会が持たれるだろうというふうに私思ってる。もし執行部のほうで違えば、今委
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員長報告ですからちょっと答弁されるわけにはいかないと思いますけども、またの

機会に伺ってみてください。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、総務企業委員長の報告を終わります。 

 続いて、建設観光委員長の報告を求めます。建設観光委員長。 

   〔建設観光委員長 佐々木隆義君 登壇〕 

○建設観光委員長（佐々木隆義君）  それでは、只今より建設観光委員会の委員長報

告を申し上げます。 

 さきの本会議におきまして、本委員会に付託されました議案３件、請願１件につ

きまして、去る９月８日午前９時３０分より委員全員出席のもとで審査いたしまし

たので、その審査の経過と結果について御報告を申し上げます。 

 まず、当日議案第１４号市道路線の認定についてと市道編入に関する請願に関し

現地踏査をし、その後机上審査をいたしました。 

 机上審査に先立ちまして、村田市長より消防指令業務の共同運用について、次の

とおり報告がありましたので御報告を申し上げます。 

 美祢市では、市民の安全・安心を守る立場から、美祢市単独の消防本部を設置し、

将来にもその形でいくということになっておりますが、電波法の関連改正により平

成２８年５月末までに消防指令業務について全面的にデジタル化が必要となってお

ります。 

 従って、その消防指令業務を再編整備を単独でやりますと、３億円程度必要とな

ります。そこで、これを共同運用すれば初期設置コストも安くなる面があり、半分

から３分の１になると見込んでおります。国も共同運用を推進しており、地方交付

税で見てもらえますが、ランニングコストについても共同利用のほうがメリットが

大きいと考えております。 

 そこで、美祢市は下関市と境界線を接しており、また下関市が県下最大の都市で

あり、消防体制も非常に充実しており、この下関市と共同運用すればメリットも大

きいと政策的に判断し、中尾下関市長とも話を進めており、話に乗っていただいて

いるところで、また長門市も加入の可能性があることをにらんだ上で、早くとも平



- 23 - 

成２５年度には共同運用を開始することで、現在行政サイドで事務的に整備を進め

ておりますとの報告がありました。 

 それでは、議案第５号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第５号）について

御報告を申し上げます。 

 執行部より、農業振興経費の修理費２０万６，０００円は、来福台にある市農産

物加工センター「虹工房」の排水処理施設制御盤修理のために。また、中山間地域

等直接支払事業の２０万８，０００円は、電算システムのプリンターの整備のため。

米需給調整総合対策事業の３１４万３，０００円については、戸別補償制度モデル

対策事業の事務費として２７４万５，０００円の配分が決定したことから、予算の

組み替えをするものであります。 

 また、県中山間地域総合整備事業負担金３７３万８，０００円は、岩ヶ河内等の

圃場整備の補完工事が終了したことによる精算金でありますとの説明でありました。 

 次に、道路橋梁費３，８００万円減額は、社会資本整備総合交付金で事業を行っ

ております秋吉小学校線、沖田１号線分を減額し、街路事業費に３，８００万円を

組み替えるもので、これは市道渋倉伊佐線改良に充当するもので、そのために必要

な測量と設計委託料等でありますとの説明でありました。 

 本議案について、質疑を求めるも質疑・意見はなく、採決の結果、全員異議なく、

全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号市道路線の認定について御報告を申し上げます。 

 執行部より、県工事でありました大嶺奥分の県道美祢油谷線の上麦川より白岩間

の道路改良が終了いたしましたので、この間を市道として認定するものです。 

 また、美東町大田の県道佐々並美東線、坂根線の間で、これも県道の改良工事が

完了しましたので、この区間を市道として認定をするものでありますとの説明があ

りました。 

 委員より、この２路線とも現地調査をしておりましたので大変参考になりました

が、県道を市道として払い下げを受けるということであるが、今後の維持管理、整

備等について県に要望をされたのか。また、交付金の対象となると思うが、県との

交渉はどのようになっているかとの問いに対し、執行部より、県との交渉で市道に

認定する区間の旧道処理として、舗装とか水路改良の要望を出しある程度の整備は

済んでおります。また、路線交付金は、路線が確定し交付金の調査の段階で市より
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申請することになりますとの答弁でありました。 

 本議案につきましては、そのほか質疑を求めるも質疑・意見はなく、採決の結果、

全員異議なく、全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号市道路線の変更について御報告を申し上げます。 

 執行部より、秋芳町青景鍛冶屋にあります市道石原田線について、圃場整備に伴

い路線のつけかえが行われ、起点が変更となりましたので、道路法第１０条第３項

により議会の議決を求めるものですとの説明でありました。 

 本議案につきましては、質疑を求めるも質疑・意見はなく、採決の結果、全員異

議なく、全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 次に、請願受理番号第１号市道編入請願書について御報告を申し上げます。 

 執行部より、市道編入の所見として、豊田前町１０区から請願がありました古烏

帽子地区の路線で、市道認定に当たって起点・終点とも公道に接していること、路

線幅員も２メートル以上であること、道路敷地も分筆されて市に所有権が移転でき

ることなどと、すべて認定基準並びに要件を満たしているのでと判断していますと

の所見でありました。 

 本請願につきましては、執行部の所見を含めて質疑を求めるも質疑・意見はなく、

採決の結果、全員異議なく、全会一致にて可決されました。 

 以上をもちまして建設観光委員長報告を終わります。なお、本委員会は閉会中と

いえども本委員会に関する件に関して引き続き調査することを議長に申し出ており

ますので、併せて御報告を申し上げます。 

 以上であります。 

   〔建設観光委員長 佐々木隆義君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  建設観光委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、建設観光委員長の報告を終わります。 

 以上をもちまして、常任委員長の報告を終わります。 

 お諮りいたします。只今教育民生委員長、総務企業委員長、建設観光委員長から

の申し出のとおり、委員会の所管事項につきまして閉会中も調査することに御異議

ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、委員会の所管事項につきま

しては閉会中も調査することに決しました。 

 この際暫時、１１時３０分まで休憩をいたします。 

   午前１１時１６分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時３１分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 続きまして、特別委員長の報告を求めます。観光交流推進特別委員長。 

   〔観光交流推進特別委員長 下井克己君 登壇〕 

○観光交流推進特別委員長（下井克己君）  観光交流推進特別委員会の報告をいたし

ます。 

 ８月１１日欠席者１名、９月９日全員出席のもと、第２回、第３回の委員会を開

催いたしました。 

 まず、ジオパークのエリアについて。美祢線沿線の東エリアと西エリアで質が違

う。また、厚東川の西エリアと東エリアも違うが、今後検討する必要があるのでは

ないかの意見がありましたが、秋吉台地域だけのエリアとなると非常に狭い範囲に

なるし、サイトとして分ければいいのではということで、エリアに関しては美祢市

全域として協議を進めていくことにしました。 

 続きまして、ジオパークのサイトとポイントについて。主なサイトと主たるポイ

ントの案について報告いたします。 

 まず、カルストサイト、これは秋吉台です。主たるジオポイントは、秋吉台科学

博物館、秋芳洞サイト、これは秋芳洞です。中尾洞サイト、これも中尾洞です。景

清穴サイト、これは景清洞です。大正洞サイト、大正洞です。湧水サイト、これは

別府弁天池とか半田弁天とかございます。銅山開発サイト、これ長登銅山文化交流

館です。青景銀山サイト、これ青景銀山跡です。大嶺炭田地層サイト、これ化石採

集場がございます。大嶺炭田開発サイト、これ荒川坑がございます。その他大岩郷

サイトなど、現在１４のサイトが案として出ました。 

 提案されたジオポイントのほか、金ヶ峠鉱山、鷹ヶ穴、その他の湧水など意見が

出ました。ジオサイト、ジオポイントについては、候補として了解をいただきまし

た。まだ多くのジオサイト、ジオポイントがありますが、今からの協議の中で追加
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していけばよいと思います。 

 これからの協議は、それぞれのジオサイトの中の主たるジオポイントに対して、

各ポイントを交流の拠点として、また着地型観光を進めるに当たって各コースの拠

点となるように、環境を含め整備していかなければなりません。従って、各ポイン

トの協議を今からはしていきたいと考えております。 

 次に、ジオパーク推進室の設置、ジオパーク協議会の設置、ジオパーク市民の会

の設置について。 

 第１回の委員会において、来年４月より準会員としての申請については全会一致

で要望することに決まりました。準会員にならなければ正会員になれないので、ま

ず第一段階として準会員になります。そして、準会員になった段階で組織等をつく

り、ジオサイト、ジオエリア、ジオポイントを決定していくという形になり、登録

を目指して進めていくことになりますので、先進地域にならってのジオパーク推進

室、ジオパーク協議会、ジオパーク市民の会の設置について提言することに決まり

ました。 

 これにより、平成２３年４月より日本ジオパークネットワーク準会員に加入、専

門職員を置き、ジオパーク推進室の設置、市長を会長としてジオパーク協議会の設

置、多くの市民に参加してもらい美祢ジオパーク市民の会の設置、以上４件を実施

するための新年度予算を要望する中間報告書を秋山議長に提出いたしたいと思って

おります。 

 次に、ジオポイントの現地視察について協議いたしました。 

 別府養鱒場、別府弁天池、白水の池、荒川坑、鷹ヶ穴、秋芳鉱業等意見が出まし

た。やはり、共通認識を持つためにもコースをつくり、必要な箇所を現地視察して

いきます。 

 続きまして、現地視察する前ではありますが、ポイントの別府養鱒場について協

議をしました。別府養鱒場について、執行部より現状報告の後協議に入り、釣堀の

客を呼び込む方法、水くみに来られるお客の利用、駐車場より簡単に入れるように

もっとＰＲしていくべき、ルアー釣にしたほうが、遊園地の整備等いろいろと意見

が出ましたが、環境整備等現地を視察した後に再度協議をすることとなりました。 

 以上で観光交流推進特別委員会の報告を終わります。 

   〔観光交流推進特別委員長 下井克己君 発言席に着く〕 
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○議長（秋山哲朗君）  観光交流推進特別委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、観光交流推進特別委員長の報告を終わりま

す。 

 続いて、活性化対策特別委員長の報告を求めます。活性化対策特別委員長。 

   〔活性化対策特別委員長 原田 茂君 登壇〕 

○活性化対策特別委員長（原田 茂君）  それでは、只今より活性化対策特別委員会

の委員長報告を行います。 

 去る９月９日午後１時半から午後２時５７分まで、委員会室において委員全員並

びに執行部より林副市長、田辺総合政策部長、奥田総合政策部企画政策課長、松野

総合政策部商工労働課長、伊藤建設経済部長、斉藤建設経済部次長の方々の出席の

もとに委員会を開催いたしました。 

 最初に、前回の特別委員会で執行部より、産業振興条例を今年度中に制定したい

ので、それに当たりまして産業振興推進審議会を７月９日に開催する予定であると

の説明がありましたので、この審議会の経過の報告を執行部より受けました。 

 この内容についてですが、７月９日に第１回目、第２回目を８月２６日に開催し

ており、審議会は１９名の委員で構成し、第１回の審議会において会長は山口大学

の古川教授、副会長には美祢市商工会の今村会長が選出されており、第１回目の

７月９日に開催した審議会では１６名の出席があり、まず事務局のほうから、美祢

市の産業の現状について説明し、総合計画に基づき、また先進地の条例の構成を参

考にして、審議会での産業振興条例審議のたたき台として条例の素案を提示し、審

議会で作成していただく条例案については、すべての産業を振興するための理念的

な条例であり、基本方針や基本的事項を定めるものであり、個別具体的な規定をす

る条例ではないということを初めに説明し、併せて条例案を審議していただく中で

幾つか具体的施策にまで踏み込んで審議していただき、それを答申に反映していた

だきたいということも併せて説明されました。 

 審議会の委員からは、理念的な条例ということなら大枠では素案から変更がない

のではないか、産業振興条例を制定する意義を整理すべきである。この条例の素案

では、市民や事業者の役割を規定しているが、これは法的拘束力を負わせることに

なるので、市民や事業者の役割の考え方を整理する必要があり、市の担当課がどの
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ような支援が必要と考えているかが知りたいというような意見が出てまいりました。 

 次に、８月２６日に２回目を開催し、１回目に委員から出された意見に対する回

答として、２点について説明いたしました。 

 １点目は、産業振興条例を制定する理由について、市の発展と市民生活の向上と

いう大きな目的のため産業の振興を図ることが重要であり、ただ農林、商工、観光、

それぞれに振興を図るのでは大きな効果は期待できないため、すべての産業を総合

的、一体的にとらえた対策が重要であり、事業者や関係団体、行政がそれぞれ独自

に取り組むのではなく市民も含めて産業にかかわるすべての分野の協働による振興

施策への取り組みが必要である。よって、総合的な産業振興を図るための基本的事

項を定め、市民、事業者、関係団体及び行政のそれぞれの役割と責任を明確にする

ために、条例を制定する必要があると回答いたしました。 

 ２点目に、条例に市民や事業者の役割を規定することについて、行政に責務はも

ちろんですが、事業者、関係団体、市民の役割の規定は不可欠であり、条例に規定

したからといって義務を課するというものではなく、協力をお願いするものである

と回答しました。 

 続いて、条例案について、第１条に目的、第２条に基本方針、この基本方針には

三つ掲げており、一つ目として、地域資源を生かした多様な産業の活力にあふれた

まちづくりを推進し、二つ目は、地域資源の結合と関係団体の連携による新しい産

業を創出するまちづくりを推進し、三つ目として、地域資源の新たな付加価値を生

むまちづくりを推進する。第３条で基本政策ということで、第２条の三つの基本方

針に基づく基本政策を掲げており、第４条では市の責務を規定しており、５条には

事業者及び関係団体の協力について規定している。第６条に市民の協力というとこ

ろで、市民は産業の振興が地域を活性化し、市民生活の向上に資することを理解し、

市が実施する産業振興に関する施策に協力するよう努めるものとするという規定を

設けております。 

 この素案に基づいて、今後あと２回審議会を実施し、特別委員会の御意見も反映

させた上で最終的な形に持っていっていただきたいというふうに考えているとの報

告を受けました。 

 以上、産業振興条例の説明に対し、委員より、地元の事業と人を育てていくため

のシステム組織づくりということを踏まえて、さらにそれを市の産業振興条例に発
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展させてほしいということが２０年度３月末までの議論一つの到達点だったと思う

が、この条例案の中にどういう形で継承されているか、また委員会の中にこの議会

での１年からの議論はどう反映されてきているのかとの質問に対し、執行部より、

担当課のほうとしては条例に盛り込むのではなしに、この条例に基づいて見直して

いく計画があり、具体的なものについては企業誘致条例等も含めて、それをまた見

直したり新たに制定したりということになると思いますとの答弁がありました。 

 委員より、産業振興条例ということで包括的にこれでまずつくっていこうという

ことなんですが、人材の育成から始まって市内の商工業者の育成とか、これに関す

る要綱等を作成するお考えがあるのかとの質問に対して、執行部より、今のこの条

例はすべての条例の振興のために個別の条例だけの振興を図るのではなくて、一体

的、総合的、それと産業振興にかかるすべての人の協力、そういうものを喚起する

というねらいがあってつくるものであり、個別の具体的な振興策についてはそれぞ

れの条例の見直しや新たに条例をつくったりという形で、現実的に具体的に進めて

いくようになろうかと思います。これから、産業振興審議会についても単年度のみ

でなく継続して実施すると思いますので、その中で協議していただくようになると

考えておりますとの答弁がありました。 

 また委員より、基本的にはこういう形で産業振興条例を一本にまとめた形の中に、

今度産業振興にいろいろな形でかかわる市の条例とか要綱とかあろうと思うのです

が、今言われる頭だけでいいから出していただきたいがどうでしょうかとの質問が

あり、執行部より、次回に御提示させていただきますとの答弁がありました。 

 その他の質疑・意見については割愛させていただきました。 

 続きまして、十文字原団地について執行部より説明がありました。前回の特別委

員会で、インターネット等を通じて事業コンペ方式等により、民間活力による開発

の募集を具体的に土地開発公社の理事会において検討しているということを申して

おりますので御報告します。 

 まず、十文字原総合開発事業用地活用事業コンペ募集要項について、八つの要項

があり、１番目の目的として、民間の活力や自由な発想により事業計画及び土地買

い取り希望価格の提案を募り、計画内容及び価格とかが総合的に優れた提案者を事

業者と決定し、土地の売却を行うものであり、２番目は名称で「十文字原総合開発

事業用地活用事業コンペ」にします。３番目に、対象用地を上げていて、４番目に
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提案協議内容ということで、対象用地の一部または全部を自ら取得し事業を実施す

る事業者を募集するものであります。５番目に、募集及び事業者の決定方法ですけ

ど、募集の方法は応募者が事業計画と買い取り価格について提案し、土地開発公社

理事会が審査し選定します。６番目に、対象用地の譲渡に係る最低売却単価という

ことで、１平方メートル当たり７３３円を設定しており、これは借入残高を面積で

割って単価を算出しております。７番目に、失格要件を数点列挙しています。８番

目の、スケジュールについて、この特別委員会で御了承をいただければ、すぐにで

もホームページで公表し、参加受け付けを１２月末までとし、現地案内会を随時開

催し、応募者からの事業企画書及び買い取り価格の提出締め切りは平成２３年２月

２８日とし、４月に決定します。 

 以上、十文字原総合開発事業用地についての説明がありました。 

 委員より、取得の経緯、小萩道路の経緯等の詳細な説明があり、ぜひ十文字原を

開発するということを県・国のほうに強く要望していただきたいが、執行部はどう

いう考えかとの質問に対して、執行部より、十文字原の開発については、美祢市だ

けはどうにもならなく、国や県等の力を借りてということが大前提となっており、

今回コンペの募集等の動きを重ねてまいりたいとの答弁がありました。また、委員

より、この件についてはしっかり要望計画書をつくってやっていただきたいとの意

見がありました。 

 次に、委員より、何か県のほうに要望してどうのこうのっていうのがありません

でしたか、あれはどうなったのですか、との質問がありました。執行部より、県に対

して要望しておりますけど、今のところ具体的な回答はいただいておりませんが、今

年度も十文字原の開発を要望するように予定しております、との答弁がありました。 

 委員より、聞くところによると民地がまだ飛び地があるということですが、この

６０万平米の中に飛び地があるのですか、との質問があり、執行部より、飛び地と

いうのではなくて、民地が入り込んだところというのはあります、との答弁があり

ました。 

 委員より、十文字原団地の形状の土地で、平米当たり７３３円、総額４億円、し

かも、７３３円以下では失格ということだが、買い手はないと思う。ただでも頭を

ひねる土地と思うが、この計画は無理ではないのか、もう少し何か考え方を変えな

くてはだめだ、という意見がありました。次に、委員より、スケジュール的に９月
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から１２月でこんなコンペをしたってだれも来ないと思います。ただっていう案で

いろんな企業のコンペをしていただきたいし、条例も決定していないので、ほかの

ことを考えていかれたらどうでしょうか、との質問があり、執行部より、委員の言

われるとおりだと思います。あくまでも土地開発公社として、この借入金を解消す

る必要があるということで、一番最初の案として募集要項をつくりました。スケジ

ュールや価格について、委員会でいただいた御意見を参考にさせていただき、再検

討して根本的に見直して、市からの補てんするという話にもなってきますので、次

回に御報告させていただきますとの答弁がありました。 

 その他の質疑、意見については、割愛させていただきました。 

 次に、執行部より、小規模・高齢化集落、いわゆる限界集落について、概要説明

がありましたが、委員の皆様にお諮りし、今後の方向性、対策については次回の

テーマとすることになりました。 

 なお、議長にお願いいたしまして、閉会中も引き続き継続調査をいたします。 

 以上、活性化対策特別委員会の委員長報告を終わります。 

   〔活性化対策特別委員長 原田 茂君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  活性化対策特別委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、活性化対策特別委員長の報告を終わります。 

 以上をもちまして、特別委員長の報告を終わります。 

 この際、暫時、午後１時まで休憩をいたします。 

   午前１１時５６分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 １時００分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 これより議案の討論、採決に入ります。 

 日程第２、議案第１号平成２１年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを議

題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 
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 これより議案第１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案認定であ

ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

 日程第３、議案第２号平成２１年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを

議題といたします。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案認定であ

ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

 日程第４、議案第３号平成２１年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定につい

てを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案認定であ

ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

 日程第５、議案第９号美祢市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決であ
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ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第６、議案第１０号美祢市道の駅みとうの設置及び管理に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第１０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第７、議案第１１号美祢市美東都市と農村交流の館の設置及び管理に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第１１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第８、議案第５号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決であ
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ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第９、議案第６号平成２２年度美祢市老人保健医療事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第６号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決であ

ります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１０、議案第７号平成２２年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決であり

ます。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１１、議案第１２号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約

の変更についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第１２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で
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あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１２、議案第１３号美祢市過疎地域自立促進計画の策定についてを議題と

いたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第１３号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１３、議案第１４号市道路線の認定についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第１４号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１４、議案第１５号市道路線の変更についてを議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第１５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第１５、請願受理番号第１号市道編入請願書を議題といたします。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより請願受理番号第１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案

採択であります。市道編入請願書を採択することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、請願受理番号第１号は採択

することに決定いたしました。 

 日程第１６、議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１５７条の規

定により、お手元に配付いたしたとおり議員を派遣したいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣をすることに決

しました。 

 さらにお諮りいたします。只今決定いたしました議員派遣につきましては、その

後の事情により変更が生じた場合は、変更の決定について議長に委任いただきたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、その後の事情により変更が

生じた場合は、変更の決定について議長に委任いただくことに決しました。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

 この間に、会派代表者会議、議員全員協議会、議会運営委員会の開催をお願いい

たします。議会運営委員会終了後、本会議を再開いたします。 

   午後１時０８分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後３時３０分再開 
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○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君）  御報告いたします。只今机上に配付いたしたものは、議

事日程表（第４号の１）、議員提出決議案第３号、議案付託表、会議予定表（その

２）、以上４件でございます。御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  お諮りいたします。日程第１７から日程第３３までを日程に

追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、日程第１７から日程第

３３までを日程に追加することに決しました。 

 日程第１７、会期延長についてを議題といたしたいと思います。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事

の都合により１０月５日までの１１日間延長いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、１１日間延長することに決

しました。 

 日程第１８、報告第１号から、日程第３２、議案第２７号までを、会議規則第

３５条の規定により一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日追加提案いたしました報告４件、議案１１件について、

御説明申し上げます。 

 報告第１号は、平成２１年度美祢市一般会計継続費の精算報告についてでありま

す。これは、平成２１年度をもちまして継続年度が終了しました下領北団地住宅建

てかえ事業につきまして精算報告いたすものであります。 

 同事業は、平成２０年度、２１年度の２カ年継続事業として実施したもので、全

体計画の４億４８８万４，０００円に対しまして、支出済額は３億９，５６８万

８,４１９円となったものであります。 

 以上、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するものであります。 
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 報告第２号は、平成２１年度の決算に係る健全化判断比率についての報告であり

ます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成

２１年度決算に基づき算定いたしました健全化判断比率を、監査委員の意見書を付

して報告するものであります。 

 それでは、それぞれの指標について御説明いたします。 

 まず、実質赤字比率についてでありますが、これは一般会計等の実質赤字が地方

自治体の標準的な一般財源の規模を表す標準財政規模に対する比率であり、次に、

連結実質赤字比率は、一般会計、特別会計の実質赤字額及び企業会計の資金不足額

を合計した額が、先ほどと同様の標準財政規模に対する比率でありますが、これら

両指標とも黒字となっており、赤字比率は生じていないという状況であります。 

 続きまして、実質公債費比率についてでありますが、これは一般会計等が負担を

する借入金の元利償還金である公債費及び他会計繰出金のうち、償還金に充てたも

のなど、公債費に準じた経費の及ぼす財政負担の比率で、対前年度比０．５ポイン

ト減の１６．８％となり、早期健全化基準値である２５％を下回っているところで

あります。 

 なお、この比率が高い場合は、地方自治法における資金繰りが悪化していること

を表すものであります。 

 最後に、土地開発公社などを含むすべての会計の将来負担比率についてでありま

すが、地方債残高のほか、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率で、対

前年度より１８．１ポイント減の１３１．６％となり、早期健全化基準値である

３５０％を下回っております。 

 この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、

今後の財政運営が圧迫される可能性があるという指標であります。 

 以上、いずれの指標も早期健全化基準値を下回ったところでございますが、今後

ともこれらの指標の動向に留意しながら、健全財政の維持に努めてまいる所存であ

ります。 

 報告第３号は、公営企業の平成２１年度の決算に係る資金不足比率についての報

告であります。これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の第２２条に基

づく財政指標で、公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率についてであ

ります。 
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 それでは、平成２１年度の決算に基づきまして、会計ごとに御説明いたします。 

 美祢市水道事業会計、美祢市病院等事業会計、美祢市公共下水道事業会計及び美

祢市農業集落排水事業特別会計並びに、美祢市簡易水道事業特別会計におきまして

は、資金不足は生じておりませんが、美祢市観光事業特別会計におきまして、資金

不足比率が１３５.２％となり、前年度の１６９．５％より３４．３ポイント数値

が改善したものの、経営健全化基準値の２０％を大きく上回っております。この比

率が高いほど、料金収入で資金不足を解消するのが難しく、経営状況が深刻化して

いるといえます。 

 なお、解消可能資金不足額の算定については、公営企業の事業開始後、一定期間

生じる資金不足額のうち、客観的な算定により将来解消が可能と認められるものは、

資金不足額から控除されることとされており、その算定方法として、累積償還・償

却差額算定法式に基づいて算定しております。 

 現在、観光事業特別会計の健全化につきましては、本年３月議会におきまして御

承認いただきました観光事業特別会計に係る経営健全化計画に基づきまして、早期

の改善に向け、鋭意取り組んでいるところであります。 

 以上、それぞれの会計の資金不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見書を付し、報告する

ものであります。 

 報告第４号は、美祢市観光事業特別会計経営健全化計画の実施状況の報告につい

てであります。観光事業特別会計におきましては、平成２０年度決算において、資

金不足比率が１６９．５％となり、経営健全化基準以上──これ、２０％ですが、

となったことから、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２３条の規定に基

づき、個別外部監査を受け、個別外部監査報告書に基づく経営健全化計画を策定し、

議会にも御承認をいただいておるところであります。 

 本計画の平成２１年度の実施概要につきましては、秋芳洞案内業務職員の削減、

営業時期等の見直し及び維持管理費等の節減に努めましたところ、資金不足額解消

実績額は、当初計画より６，２７４万４，０００円上回る２億２，１８８万２，

０００円となり、これにより資金不足比率は、当初計画より５.９％低い１３５．

２％と好転したところであります。 

 しかしながら、現下の経済情勢は非常に厳しいものがあり、観光客の大幅な増加
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が期待できない状況ですが、効果的なイベント開催等により集客を図りつつ、経営

健全化計画の実践に努め、資金不足額の着実な解消を図りたいと考えております。 

 ここに、その実施状況について関係書類を付し、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第２４条において準用する同法第６条第１項の規定により報告するもの

であります。 

 議案第１７号は、平成２１年度美祢市一般会計決算、議案第１８号は、平成

２１年度美祢市国民健康保険事業特別会計決算、議案第１９号は、平成２１年度美

祢市観光事業特別会計決算、議案第２０号は、平成２１年度美祢市環境衛生事業特

別会計決算、議案第２１号は、平成２１年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計決算、

議案第２２号は、平成２１年度美祢市老人保健医療事業特別会計決算、議案第

２３号は、平成２１年度美祢市農業集落排水事業特別会計決算、議案第２４号は、

平成２１年度美祢市介護保険事業特別会計決算、議案第２５号は、平成２１年度美

祢市簡易水道事業特別会計決算、議案第２６号は、平成２１年度美祢市後期高齢者

医療事業特別会計決算であり、それぞれの会計の決算につきまして、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、市議会の認定を求めるものであります。 

 なお、別に監査委員の意見書と予算執行実績報告書を付しておりますので、よろ

しく御審議の上、御認定を賜りますようお願い申し上げます。 

 議案第２７号は、美祢市手数料条例の一部改正であります。これは、特定屋外タ

ンク貯蔵及び準特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る審査事務の効率化が図られ

たこと等により、審査事務の実費に変動が生じていることから、手数料条例の一部

を改正し、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額を引き下げるための改正を行

うものであります。 

 以上、追加提出いたしました、報告４件、議案１１件について、御説明申し上げ

ましたが、よろしく御審議のうえ、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて提案理由の説明を終わります。 

 日程第１８、報告第１号平成２１年度美祢市一般会計継続費精算報告についての

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 以上、報告第１号を終わります。 

 日程第１９、報告第２号平成２１年度の決算に係る健全化判断比率についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第２号を終わります。 

 日程第２０、報告第３号公営企業の平成２１年度の決算に係る資金不足比率につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第３号を終わります。 

 日程第２１、報告第４号平成２１年度美祢市観光事業特別会計経営健全化計画の

実施状況の報告についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第４号を終わります。 

 これより、日程第２２、議案第１７号平成２１年度美祢市一般会計決算の認定に

ついてから、日程第３１、議案第２６号平成２１年度美祢市後期高齢者医療事業特

別会計決算の認定についてまでの質疑に入ります。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。日程の順序を変更し、日程第３３を先議したいと思います。

御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。日程の順序を変更し、日程第３３を

先議することに決定しました。 

 日程第３３、決算審査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。議案第１７号から議案第２６号までの１０件を審査するため、

委員会条例第６条の規定により２３人の委員をもって構成する決算審査特別委員会

を設置したいと思います。これに御異議ございませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１７号から議案第

２６号までの１０件を審査するため、２３人の委員をもって構成する決算審査特別

委員会を設置することに決しました。 

 なお、設置期間はその審査目的が終了するまでといたします。 

 只今設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定により、議長、副議長及び議員から選出された監査委員を除く

２３人の議員を指名いたしたいと思います。 

 お諮りいたします。議案第１７号から議案第２６号までについては、議案付託表

のとおり決算審査特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１７号から議案第

２６号までについては、決算審査特別委員会に付託することに決しました。 

 この際、御報告申し上げます。特別委員会の正副委員長が決まっておりますので、

申し上げます。決算審査特別委員会委員長に徳並伍朗議員、副委員長に髙木法生議

員が就任されましたので、御報告申し上げます。 

 この際、正副委員長よりごあいさつの申し出がございますので、お願いをいたし

ます。決算審査特別委員会の委員長さん、副委員長さん、お願いをいたします。 

○決算審査特別委員長（徳並伍朗君）  それでは一言ごあいさつを申し上げます。決

算審査特別委員会の正副委員長に皆様方の御推挙をいただきました徳並と髙木でご

ざいます。私は３回目でございますが、まだまだ大変不慣れでございまして、議員

の皆様方の御協力、そして執行部の皆様方のご指導をいただき、スムーズな委員会

を運営していきたいというふうに思っておりますので、御協力をよろしくお願いい

たしまして、ごあいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  日程第３２、議案第２７号美祢市手数料条例の一部改正につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。只今議題となっており

ます議案第２７号は、所管の委員会へ付託いたします。 
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 この際、暫時休憩をいたします。この間に、議員の皆さんは建設観光委員会の開

催をお願いいたします。 

   午後３時５０分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後４時２２分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 日程第３２、議案第２７号美祢市手数料条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 本件に関し、建設観光委員長の報告を求めます。建設観光委員長。 

   〔建設観光委員長 佐々木隆義君 登壇〕 

○建設観光委員長（佐々木隆義君）  それでは、只今より建設観光委員会の委員長報

告を申し上げます。 

 本日、本委員会に付託されました議案第２７号美祢市手数料条例の一部改正につ

いてにつきまして、委員全員出席のもとで審査をいたしましたので、その審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 

 まず、執行部より、これは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製

造所等の所有者等は、法令で定める技術上の基準を満たし、市町村長等から設置許

可等を受けなければならないとされております。市町村長等からの設置許可等につ

いては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、製造所等の容量の区分

等に従って標準手数料が定められております。 

 このたびの改正は、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の設置許

可等に係る審査事務の効率化が図られたこと等により、審査事務の実費に変動が生

じていることから、手数料条例の一部を改正し、当該タンクの設置許可等に係る手

数料の額を引き下げるための所要の改正を行うものであります。 

 なお、美祢市には対象となる屋外タンクはないとのことであります。 

 本議案について、質疑を求めるも質疑・意見はなく、採決の結果、全員異議なく

全会一致にて原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして建設観光委員長報告を終わります。 

   〔建設観光委員長 佐々木隆義君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  建設観光委員長報告に対する質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、建設観光委員会の報告を終わります。 

 これより、議案第２７号の討論、採決に入ります。 

 本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第２７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第３４、議員提出決議案第３号美祢社会復帰促進センターに関する要望決議

についてを議題といたします。 

 この際、提出者から提案理由の説明を求めます。柴崎修一郎議員。 

   〔柴崎修一郎君 登壇〕 

○１３番（柴崎修一郎君）  議員提出決議案第３号美祢社会復帰促進センターに関す

る要望決議について、提案理由の説明を申し上げます。 

 なお、本案を提出するに当たりましては、安冨法明議員、山本昌二議員、佐々木

隆義議員の御賛成をいただきまして、提出するものであります。 

 それでは、決議案を読み上げまして、提案理由の説明に代えさせていただきます。 

 美祢社会復帰促進センターにおかれては、女子受刑者の数が刑務所の収容定員を

上回る過剰収容対策の一環として敷地内に３００人規模の収容棟の増設が計画され、

本年１１月に増設着工の予定をお聞きしております。同センターは全国初となるＰ

ＦＩ方式を採用し、開設当初より地域との共生、また地域経済の活性化や地域雇用

の創出など地域再生の創出にも寄与するものと期待されております。そうした中、

本市としましても矯正施設との共生について広く周知するとともに、矯正施設に対

する市民、商工業者の理解を深めるため、矯正施設に対する事業参入の規模拡大を

推進し、併せて刑務作業の活用促進及び刑務作業を活用した地域経済の活性化を行

うことを目標とした矯正施設事業参入推進事業に取り組んでいます。つきましては、

このたびの３００人収容棟の増設計画に伴い、改めて美祢社会復帰促進センターに
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かかる建設運営等、すべての事業に地元企業の参入が可能となるよう、特段の御高

配を賜りますよう強く要望いたします。 

 平成２２年９月２４日、山口県美祢市議会、法務大臣あてでございます。 

 以上です。議員皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

   〔柴崎修一郎君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  これにて提案理由の説明を終わります。 

 これより議員提出決議案第３号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。只今議題となっております議員提出決議案第３号は、会議規

則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議員提出決議案第３号は委

員会付託を省略することに決しました。 

 これより、議員提出決議案第３号の討論を行います。御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより議員提出決議案第３号を採決いたします。本議案を原案のとおり決する

ことに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議員提出決議案第３号は可

決されました。 

 以上をもちまして本日の議事日程は全て終了しました。本日はこれにて散会いた

します。 

 なお、議員の皆様には４時４０分から第１、第２会議室におきまして、議員全員

協議会を開催いたしますので、御出席をいただきますようお願いいたします。協議

事項は決算審査事項について、その他であります。 

   午後 ４時３２分散会 

────────────────────────────── 
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   上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成２２年９月２４日 

 

            美祢市議会議長 

 

            会議録署名議員 

 

               〃 

 

 

 


